
 

 

平成２４年度広島市中小企業融資制度 

 

 

 

 
 

広島市では、震災、風水害その他これらに類する災害により社屋や工場が被災するなど 

の直接被害を受け、事業活動に支障が生じている中小企業者に対して、災害復旧資金（特 

別融資）を設けてします。 

 

ご 利 用                

い た だ け る 方                

市内に主たる事業所を有し、1年以上継続して同一事業を営んでいる 

中小企業者及び組合で、震災、風水害その他これらに類する災害によ 

り直接被害を受け、その復旧資金を必要とするもの 

資 金 使 途                
運転資金・設備資金 

設置場所が広島市外である設備に対する設備資金についても、これを認める。  

融 資 限 度 額 ７,０００万円以内 

融 資 期 間 
運転資金：７年以内（うち据置１年以内） 

設備資金：１０年以内（うち据置１年以内） 

融 資 利 率 年１．２％以下 

信 用 保 証                原則として保証協会の信用保証付き(保証料率は保証協会の定めによる) 

担保及び保証人 無担保とし、保証人は法人代表者を除き不要 

取 扱 金融 機関 
商 工 組 合 中 央 金 庫 、 広 島 銀 行 、 山 口 銀 行 、 中 国 銀 行 、 山 陰 合 同 銀

行 、 もみじ銀行、西京銀行、広島信用金庫、呉信用金庫、広島市信

用組合、広島県信用組合 

融 資 手 続 等 
市町村長等が発行する「り災証明書」を添付して、広島県信用保証協

会又は取扱金融機関に申込をしてください。 

問 い 合 わ せ 先                
広島市経済観光局産業振興部ものづくり支援課 ☎５ ０ ４ － ２ ２ ３ ７  

(公財)広島市産業振興センター中小企業支援センター   ☎２ ７ ８ － ８ ０ ３ ２  

※融資の決定に当たっては、金融機関及び保証協会の金融上の審査があります。 

 災 害 復 旧 資 金 （ 特 別 融 資 ） 


